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開    会 

 

○前田会長 それでは、ただいまから審議会を開催いたします。 

 総合通信基盤局の職員に入室するようにご連絡をお願いします。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局関係） 

 

（１）平成２６年度電波の利用状況調査の評価について（諮問第１５号） 

 

○前田会長 それでは審議を開始いたします。 

 最初に諮問第１５号、平成２６年度電波の利用状況調査の評価について、田

原電波政策課長から説明をお願いいたします。 

○田原電波政策課長 諮問第１５号説明資料という横紙のパワーポイントを中

心にご説明させていただきたいと思います。 

 電波の利用状況調査でございますが、おめくりいただいて１ページ目でござ

います。毎年やっているものでございますが、３,０００ＧＨｚ以下の周波数の

電波の利用状況調査ということで、周波数帯を７１４ＭＨｚ以下、７１４ＭＨ

ｚを超えて３.４ＧＨｚ以下、３.４ＧＨｚを超える周波数、この３つに分けて

実施しているものでございます。今回諮問させていただくのが、２６年度に実

施した調査の評価の結果ということでございまして、７１４ＭＨｚ以下が調査

対象になってございます。これにつきましては、本日ご審議いただいて、その

結果、ご答申いただければ公表していくことになります。 

 ２ページ目でございますけれども、この調査でございますが、電波法第２６
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条の２に基づいて実施するものでございます。調査対象といたしましては、２

６年３月３日現在で、７１４ＭＨｚ以下の周波数を利用する無線局ということ

でございますが、局数といたしましては、３３２.７万局でございます。複数の

周波数区分を使っている場合は、ダブルカウントになりますので実際の局数よ

りは多くなってございますけれども、３年前の調査に比べますと、局数として

は大体７.４万局ぐらい増えているということでございます。免許人の数でござ

いますけれども、１３６.８万人ということで、こちらについては７万人ぐらい

減っているという状況になってございます。調査につきましては、全国１１の

総合通信局等の管内ごとに無線局数等の集計を行い、また、免許人の皆さんに

対して、使用実態ですとか電波の有効利用技術の導入予定等、幾つかの質問を

し、回答を集計して、その結果とあわせて技術動向などを踏まえた上で評価結

果を取りまとめているというものでございます。 

 おめくりいただいて３ページ目で、全般でございます。無線局でございます

けれども、各管内では関東が一番多く、全体の約３割ということになります。

全体的には、関東、東海、近畿、四国を除き無線局数は減少傾向とありますけ

れども、アマチュア局がこの周波数帯では多くございまして、全体で１２９万

４,０００局以上あるわけでございますが、２３年度に比べて大体６万９,１０

０局減少しているというような状況でございます。一方で、アマチュア局を除

いた数については全国的に見ると、２３年度と比べて７.９％増という形で、ア

マチュア局以外が増加しているという状況でございます。 

 ７１４ＭＨｚ以下をさらに幾つかの周波数ブロックに分割して分析しており

ますけれども、まず一番下、２６.１７５ＭＨｚ以下の周波数帯ということで４

ページ目でございます。こちらでございますけれども、中波・短波のラジオ、

航空無線、船舶用無線などで使われております。一番多いのは、「陸上・その他」

の９８％でございますけれども、これのほとんどはアマチュア局でございます。
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アマチュア局を除いて分析しますと、２３年度から比べて２７２局、約５％減

少しているということでございます。ただ、こちらにつきましては、先ほど申

し上げた中波・短波放送ですとか、航空機、船舶、測位といった従来から使わ

れている大事な無線局が非常に多いということでございます。さらにはＷＲＣ

－１２では、新たに国際的に海洋レーダーに対する周波数の割当てが行われま

して、その導入に向けて制度を整備しておりますので、こういった新たな利用

ニーズも出てきているということからも、全体としては適切に利用されている

のではないかという評価でございます。 

 ５ページ目が次の周波数帯、２６.１７５ＭＨｚから５０ＭＨｚ以下の周波数

帯でございます。こちらにつきましても、４分の３以上、約８３％を占めるの

が「陸上・その他」のアマチュア局になってございます。その次に多いのは、

「海上・船舶通信」と書いてある部分でございますけれども、こちらについて

は、漁業用無線として従来から広く使われているものが中心でございます。ア

マチュア局を除いて分析しますと、約５,０００局、１割弱程度、局数としては

減少してございます。ただし、漁業用無線等を中心に引き続き広く使われてい

るということから、利用は適切なのではないかという評価でございます。 

 一方で、港湾でのコンテナ荷役用無線というのがございまして、２６ＭＨｚ

帯を使っておりますが、こちらについては既に無線局がないという状況でござ

いますので、割当てを見直していくことが適当であるという評価になってござ

います。 

 ６ページ目が、５０ＭＨｚを超えて２２２ＭＨｚ以下の周波数帯でございま

す。こちらにつきましては、様々な業務用無線ですとか、マルチメディア放送

などに使われている周波数帯でございますが、こちらについても、一番多いの

が「陸上・その他」とあって、アマチュア局が約３分の２超、７７.２％を占め、

１５０ＭＨｚ帯の簡易無線局が１２万４,０００局弱ぐらい占めてございます
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ので、こちらが中心になっております。その次に多いのが、４分の１程度、２

３.７％ございますけれども、「陸上・自営（主に公共分野）」と書いてある消防

無線等の分野でございます。その他、防災行政無線などに広く使われていると

いうところでございます。アマチュア局を除いて評価しますと若干６％程度減

少しているというところでございます。利用全体としては消防・防災行政無線、

あるいは航空・海上無線、放送等重要な無線局で使われているということから、

減少傾向にはあるものの適切に利用されているという評価をいたしております

が、現在１５０ＭＨｚ帯を使っている防災行政無線、消防無線は、２６０ＭＨ

ｚ帯に移行しているところでございますので、無線局の減少傾向はしばらく続

くのではないかと見ております。 

 一方で、１５０ＭＨｚ帯の列車無線ですが、首都圏の過密ダイヤ等で通信環

境の高度化が望まれているということがございまして、列車無線のニーズが増

えているということでございます。ただ、周波数が足りないということから、

狭帯域デジタル化を進めていく必要があるであろうということでございます。

同じように、放送業務用連絡無線として１６０ＭＨｚ帯が使われておりますけ

れども、こちらについても事業用のニーズが多く、チャンネルが足りないとい

うことから、同様に狭帯域デジタル化を進めていくことが望ましいとしており

ます。 

 ７ページ目でございますけれども、２２２ＭＨｚを超えて３３５.４ＭＨｚ以

下の周波数でございます。こちらの周波数帯については他の区分と違いまして、

アマチュア局が存在しないということが特徴でございます。先ほど申し上げま

したけれども、防災行政無線、消防無線が２６０ＭＨｚ帯へ移行中ということ

でございまして、局数が約４万１,０００局増えているということでございます。

こちらにつきましても、消防・防災行政無線、船舶、航空機等、従来から使わ

れている重要な無線局が多いということでございますので、適切に利用されて
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いるのではないかという評価でございます。 

 一方で、２８０ＭＨｚ帯のページャーですけれども、携帯電話が普及する前

は広く使われておりましたが、その後、携帯電話の普及とともに一気に減り、

かなりユーザーも減っているということでございます。２３年に比べて３局減

って現在２９局ということで、だんだん落ち着いてきているところではござい

ますが、当初からかなり局数が減っているということから、割当ての帯域幅を

見直すことが適当であるとしております。 

 一方で、昨今のＩｏＴ等のニーズの高まりということから、広い地域に対し

てのセンサーネットワークのニーズもあるということがいろいろ言われており

ます。そういった技術試験等も実施しているところでございますけれども、広

域向けのセンサーネットワークに必要な周波数の確保ということについても併

せて検討していくことが適当ではないかとしております。 

 最後の８ページ目でございますが、３３５.４ＭＨｚを超え７１４ＭＨｚ以下

の周波数帯ということで、広くテレビ放送等に使われている帯域でございます。

局数として全体の６７％ぐらいを占めるのは、やはり「陸上・その他」という

区分でございまして、一番多いのが簡易無線局でございます。また、アマチュ

ア局もこの区分のうちの約３５％、４０万局程度存在するということでござい

ます。こちらについては、簡易無線局のニーズが増えているということもござ

いまして、アマチュア局を除いて見てみますと、約１５万局、前回の調査より

増えているという状況でございます。 

 一方で、評価結果のポイントにございますが、３５０ＭＨｚ帯においてマリ

ンホーンという船舶向けの無線通信用のシステムが使われております。こちら

については減少傾向が続いているということで、１,３２８局とございますけれ

ども、前回に比べると７３２局減少したということでございまして、北海道、

東北等限られた地域での利用が中心になってきているということもございます
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ので、他の無線システムによる代替を検討していくことが望ましいのではない

かと評価しております。その他、４００ＭＨｚ帯のタクシー無線、あるいは簡

易無線でございますけれども、こちらについては、従来からデジタル化を推進

しているところでございますので、引き続きデジタル化を推進することが適当

であるということでございます。さらに、先ほど１５０ＭＨｚ帯でも申し上げ

ましたけれども、こちらの周波数でも列車制御システムのニーズがあるという

ことですので、４００ＭＨｚ帯の割当てについて検討していくことが適当では

ないかとしているところでございます。 

 以下、参考資料でございます。この調査結果の評価につきまして、パブリッ

クコメントを４月１０日から５日１４日まで実施いたしました。結果、個人か

ら３件、通信事業者から２件の意見が提出されておりますけれども、いずれも

内容について修正に至るようなものではないと判断しております。参考、ある

いはご意見として承るというものが中心でございますので、結果の変更はいた

しておりません。 

 あわせて、ご参考でございますけれども、調査票を配ってやる調査のほかに、

電波監視のシステムを使って、実際にどう電波が発射されているのかという調

査を２５年度から実施しております。今回２６年度の調査では、４つの周波数

帯についてのそれぞれの対象システムについて、１日間どういうふうに電波が

使われているのかというものを調査してございます。 

 簡単にご紹介させていただきますと、１５０ＭＨｚ帯の簡易無線局でござい

ますが、千葉県の市原市を対象に発射状況を監視システムで１日モニターして

おりますけれども、１日にわたって少しずつですけれども全般に満遍なく使用

されているというような状況でございます。 

 ４００ＭＨｚ帯の地域振興用の無線、これは地方振興で自治体とか地域の団

体が皆さんで共同利用する無線システムがございます。こちらの実施した場所
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は札幌市になりますけれども、こちらについても割り当てられたチャンネルに

ついて、集中的に、１日中使っているということでございます。時間帯によっ

て使ったり使っていなかったりというような状況も分かります。こういった発

射状況調査をもっと積極的に活用していくべきであるとする、電波政策ビジョ

ン懇談会でのご意見等も頂戴していますので、今後の調査では引き続き活用法

について考えていきたいところでございます。 

 私からのご説明は以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○前田会長 どうもありがとうございました。 

 それでは本件につきまして、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 どうぞ。 

○村田委員 ２点ありまして、１点は、今回の大きなことがまとめてある２ペ

ージ目のところで、前回の調査に比べて約７万件無線局が減った、大半はアマ

チュア無線が減ったらしいということは分かりましたけれども、アマチュア無

線の減少というのは、３年ごとの調査、例えば前回の平成２３年とか、平成２

０年とかも大体減っていっているという状況なのですかね。 

○田原電波政策課長 先ほど申し上げましたアマチュア局が減って、他の無線

局は全体的に増えているという状況で、全体としてはあまり変わっていないよ

うな感じになっているのですけれども、アマチュア局については、ここしばら

く減少傾向でございます。まだ携帯電話が普及する前、かなり爆発的に増えま

したけれども、その後、減少傾向になってございます。免許人が減っていると

いうのも、アマチュア無線家が減っていることによって免許人の数がそこに反

映されることが強く出ますので、こういった傾向になっているのではないかと

思っています。 

○村田委員 それからもう１点ですけれども、前回の平成２３年、さらにもう

１つ前の平成２０年のときの調査と比べて、この帯域で何か前回、前々回の調
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査より違っている、変わったよというようなところはありますでしょうか。そ

れとも全体的な傾向というのは同じだという理解で良いでしょうか。 

○田原電波政策課長 こちらの周波数帯域については、どちらかというとかな

り昔から同じような使われ方をしているところが多いため、大きな変化という

のは起こりにくいところでございます。全体としてはアマチュア局が多く減少

傾向にあるということと、先ほども申し上げました防災行政無線等の周波数利

用帯域が再編をかけてきていることで２６０ＭＨｚ帯へ集中してきている傾向

がございます。あと全体として、局数として大きく反映されてきているのは簡

易無線局でございます。簡易無線局をデジタル化して、登録局として簡単な手

続でできるようになった関係で、簡易無線局の局数がかなり増えているという

ことが、２０年、２３年と比べると、全体の傾向としては出ているところかと

思います。 

○村田委員 分かりました。ありがとうございます。 

○前田会長 では、お願いします。 

○吉田代理 どうもご説明ありがとうございました。 

 無線通信技術が非常に進展し、それに応じて電波利用が非常に伸びて、社会

的にも重要な役割を果たしてきているという状況にかんがみまして、こういっ

た調査をされるのは非常に重要だと認識しております。総務省さんのほうとし

ては、そういう動向を踏まえてあらゆる周波数を見たときに、全体を最適化す

るように持っていこうという努力をされていることは認識してはいるのですけ

れども、先ほど説明はなかったのですけれども、外部の方のパブリックコメン

トの中で、こういう技術が世界的にも非常に早く進展しており、その進歩に応

じた電波の最適利用を実現するという目的に資するために、調査頻度を少し増

やすとか、あるいは評価項目として空間的利用の分布とか、周波数の逼迫度等々

を追加するとか、更には国際動向の調査も拡充してはどうかということが書か
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れていますが、やはりこれから電波の果たす役割を考えますとそういう観点は

非常に重要かと思います。多分もう想定済みではないかと思うのですが、是非

そのあたりも考慮していただけたらと思います。 

 それから、先ほど伺っていまして、例えば評価結果のポイントとして、１つ

はマリンホーンでは平成２３年度と比較して、７００局余り減少しているので

代替等を検討していくことが望ましいとか、あるいはもう１つ、２６ＭＨｚ帯

のコンテナの荷役用無線は、無線局がゼロになったから見直すことが適当だと

書かれていましたけれども、例えばゼロになったというのは、３年前はどれぐ

らいあったのかという点がちょっと気になりました。やはりこういう傾向とい

うのは、少しロングレンジで、３年前あるいは６年前からの見通し予測で、実

際にゼロになる前に、もうこれは見直す必要があるのではないかと判断できな

かったのかなと感じました。先ほどマリンホーンについてそういうことが書か

れていましたが、見直しを進めるタイミングは大変重要かなと思います。一般

的にはやはりそういった動向を少しロングレンジで見ながら、あるタイミング

で見直しの判断をされるというふうになっているのでしょうか。そのあたりを

お伺いしたいと思いました。 

○田原電波政策課長 ありがとうございます。 

 まず１点目でございますけれども、調査をより具体的に、より早く少し精緻

にということだと思いますけれども、こちらにつきましては、調査全体として

は、電波法が対象としている周波数帯を調査するということがありますので、

従来のように３年に３つに区切ってこのぐらいの粒度でやっていくというのが

必要なのではないかと考えています。やり方については改善すべき部分がある

かと思います。それに加えて、電波法上も臨時の調査はできる形になってござ

います。昨年度開催しておりました電波政策ビジョン懇談会におきましても、

今後、より電波の共用等を進めていく必要があるということなどがうたわれて
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おります。そういったことを考えていくに当たって、先ほどの電波の発射状況

調査ですとか、あるいはこういった臨時の調査で、特定の帯域に限ってもう少

し具体的に短い期間で調査をする、具体的にはこの帯域のこのシステムがどう

使われているかということにフォーカスを当てて分析して、それを移行するの

か、どう共用していく必要があるのかというような評価をしていくことも必要

ではないかということが言われておりますので、今後周波数の共用ですとか再

編を進めていくに当たって、臨時の利用状況調査等を積極的に活用していきた

いと考えております。 

 ２点目でございますけれども、マリンホーン等でございますが、前回の調査

データを今持ち合わせておりませんので、具体的な数字は申し上げられません

が、確かに長いレンジで見ていくことで傾向を早目につかんで、早目に対策を

打っていくことが大事であろうと思います。そこはご指摘のとおりかと思いま

す。マリンホーンにつきましても、減少傾向で来ておりましたので、そこをど

うするのかということは、以前よりいろいろ議論があったところでございます

けれども、地域によってはまだ使われていることもありますので、現在の状況

まで来ました。しかし、ここまで来ると、やはり他のシステムに代替して、こ

この周波数は他に使うことを考えていくべきではないかということで、今回書

かせていただいているということでございます。いずれにしましても、そうい

った判断は早目にできればして、早目に移行していく、どうしても新しいシス

テムに換えていくのには時間がかかりますので、そういったところは、私ども

としても改善していきたいと思っております。 

○吉田代理 利用状況調査につきまして、必要な場合には臨時的に行われると

いうことで理解しました。世界的に見ても最先端を行く日本の電波利用を支援

するためにも、是非よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございまし

た。 
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○前田会長 ほかには。 

 どうぞ、お願いします。 

○村田委員 これは要望というか、意見ですけれども、この調査の根拠になっ

ている電波法第２６条の２も、結局単に調査をしましょうというのではなくて、

目的としては、電波の有効利用に対する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めということが目的なので、やはり帯域を３年に一度調査するにしても、例え

ば平成２６年の調査の結果、この問題点がある、３年後の調査のときにはこう

いうことをやっておきたいというような目的だとか計画だとか、達成度なり何

なりを次の調査では見ていくような調査にしていくことが本当は必要なのでは

ないかと。現状分析で、多分どこかでは生かされているのだろうと思いますけ

れども、それが次の３年後もこういう現状分析に終わらずに、先ほど吉田会長

代理のご意見にもあったとおり、非常にここは今、民間も頑張っているし、国

際的にも頑張らなくてはいけないところなので、単に現状調査よりも計画、目

的を立てて、その達成ができているかという視点で報告がされたほうが望まし

いのではないかと思います。 

○田原電波政策課長 ご指摘ありがとうございます。 

 今回の結果を受けて、毎年ご報告させていただいておりますが、周波数再編

アクションプランを改定し、これに従って私どもは具体的な取組を行っていく

ということになりますが、確かに次の分析のとき、前回どうであって、その結

果がどうなっているというのもあわせてご説明させていただくほうがより適切

なのではないかと思いますので、そういった点を改善していきたいと思ってお

ります。また、アクションプランはパブコメ後にご報告させていただきました

が、今年からは、案を取りまとめた段階で事前に一度ご説明をさせていただけ

ればと思います。 

○前田会長 それは非常に結構です。 
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 ほかにどうでしょうか。 

 全体的に大変膨大な調査で、膨大ではあるけれども実際に分かるのは、現在

免許を受けている人たち、あるいは団体に属しているそういう免許人の人たち

の現状が極めて詳細に分かるということですね。実際に今回の評価にもたくさ

ん書かれていますけれども、何らかの評価をするためには現状の数字だけでは

なかなか難しいので、先ほどおっしゃられたように、他のいろいろな調査と照

らし合わせた形で両方にらんだときに初めて評価ができるということが大きい

のかなと思っております。今回は比較的その辺のところが少し書かれてきたか

と思うので前より分かりやすくなって、要するにこの調査で分かったことなの

か、あるいはその他のこととの突き合わせによって分かったことなのかという

ことが少しはっきりしてきたのかなと思います。そういう意味では、これだけ

で完結して政策ができるわけでは全くないので、評価のときにその他を遠慮な

く入れていただいた上で評価を書いていただくといいかなと思っております。 

 ほかにどうでしょうか。どうぞ。 

○松﨑委員 パブリックコメントの２番目の方がとてもお怒りになっている件

ですけれども、不法無線局というのが私は不勉強で良く分かりません。不法無

線局の現状を簡単にご説明いただければ。 

○田原電波政策課長 不法無線局は、アマチュア無線ですとか、パーソナル無

線、ＣＢという市民ラジオの無線機等を無免許又は無許可で改造して使用し、

決められたものよりも強い電力を出してしまうとか、決められた範囲とは違う

周波数の電波を出してしまって、周辺の電波を使っている、例えば警察無線で

すとか、消防無線に妨害を与えてしまうというものが多かった実態がございま

す。最近の傾向ですと、そういうものが減ってきている一方で、海外から持ち

込まれる無線機が多くなってきております。そこに悪意があるものとないもの

がありまして、日本と違う電波の割当てをしているものを海外で使っていて、
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あまり知識がなくて持ってきて使ってしまって混信を与えたケース、あとは海

外製として入ってきて売られているのですが、それがそもそも電波法に適用し

ていますよとうたっていながら実は適用していないというものを、ユーザーさ

んとしてはあまり認識せずに使って、やはりそういうのを車に乗せて使ってい

て、消防署の脇にとめていたら消防無線を妨害してしまったとか、航空無線に

妨害が入ったとかいうケースが増えてきているというような状況でございます。

そういうものに対しては、私どもの電波監視の担当官が出向いて行ったり、監

視の機器を使って混信の申告があれば調査をして、見つければ排除しておりま

す。基本的にはやめてくださいと伝え、従わなければ告発をしていくというよ

うな手続をしていくのが１つと、あとは海外から違法機器が入ってくるケース

が多くなっているということに対しては、そういうのを使わないでくださいと

いう周知・啓発に力を入れているというところでございます。 

○松﨑委員 分かりました。告発になったケースというのはあるのですか。 

○田原電波政策課長 ございます。例えば、警察と共同で取締りをいろいろな

場所で行って、不適切なものを使っていた場合は告発に至る場合がございます。 

○松﨑委員 このコメントの方は心配しているようですけれども、一応対策は

ちゃんととられていますということですよね。 

○田原電波政策課長 そうですね。一応そこはいたちごっこ的なところがござ

いますけれども、我々としても電波監視は重要ということで力を入れてやって

おります。 

○松﨑委員 ありがとうございます。 

○富永電波部長 ご参考までに、電波監視ということで重要無線通信妨害に係

る申告受付は、年間３６５日２４時間の体制を私どもは整備しております。全

ての管区で受け付けるのは無理ですので、例えば夜間・休日は、関東総合通信

局で全国分を受け付けるとか、いろいろ工夫してやっております。２６年で申
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しますと、申告件数が約２,８００件でございまして、それでそのうちの大体４

分の１ぐらいが重要無線通信に関するものであり、警察、消防、放送、電気通

信業務などに対する妨害でございました。その中でしっかりと、瞬間的に不法

状態が終わるものはなかなか後フォローするのは難しいのですけれども、不法

状態が続いているものについては、私ども監視部隊が現地まで出向いて行って

排除するといったようなこともしております。ご参考までに。 

○松﨑委員 ありがとうございます。 

○前田会長 ほかにはどうでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは特に問題となるようなポイントが指摘されたわけではありませんの

で、諮問第１５号につきましては、諮問のとおり評価することが適当である旨

の答申を行うこととしてはいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議がないようですので、そのように決することといたします。

答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出してく

ださい。 

 以上で総合通信基盤局の審議を終了いたします。どうもありがとうございま

した。 

（総合通信基盤局職員退室） 

（情報流通行政局職員入室） 

 

諮問事項（情報流通行政局関係） 

 

（１）９９ＭＨｚを超え１０８ＭＨｚ以下の周波数を使用する移動受信用地上

基幹放送局の予備免許について（諮問第１６号） 
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○前田会長 それでは、審議を再開いたします。 

 諮問第１６号、９９ＭＨｚを超え１０８ＭＨｚ以下の周波数を使用する移動

受信用地上基幹放送局の予備免許について、藤野地上放送課長から説明をお願

いいたします。 

○藤野地上放送課長 藤野でございます。 

 お手元の資料でございますが、表紙をめくっていただきましてまず１ページ

からご覧いただきたいと思います。これは昨年の６月に諮問させていただきま

したＶ－Ｌowマルチメディア放送、特定基地局の開設計画の認定の関係で諮問

させていただきました。７月にそれで認定しまして、それから次に基地局を開

設するという手順になっていたわけですけれども、１年近く経ってしまいまし

たが、今回はその第１号のものの申請が来たということで、予備免許について

お諮りするものでございます。 

 １ページをご覧いただきますと、今申し上げました株式会社ＶＩＰ、これは

親会社にＢＩＣという会社がございまして、エフエム東京が主導で運営してい

る会社でございます。各ブロックごとにマルチメディア放送にあるのでござい

ますが、３ページをご覧いただきたいと思いますけれども、日本地図があるか

と思います。緑と黄色で色分けをしておりますけれども、互い違いに各エリア

ブロックごとに周波数を使うというふうにやっておりまして、今回申請をやっ

ておりますが、九州・沖縄というのは、関東・甲信越、あるいは近畿、北海道

とともに１０３.５ＭＨｚから１０８ＭＨｚ、この帯域を使いましてサービスを

行うというものでございます。本日は、今回九州・沖縄ブロックについて申請

があった件をお諮りいたしますけれども、昨日、関東・甲信越の親局について

も免許申請が来ておりますので、早ければ来月ぐらいには、またお諮りするよ

うな段取りになるかと思います。 

 １ページ戻っていただきますと、経緯概要というところで、２６年７月、こ
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れは先ほど申し上げました開設計画の認定といったことでございます。７エリ

アに分かれてございますけれども、全てについて株式会社ＶＩＰが計画を策定

して認定を受けているという状況となってございます。こちらにつきまして、

時間がかかったわけでございますけれども、この１年弱の間、既存のＦＭ局、

あるいは航空無線局との間の調整を進めておりまして、特に航空無線局との間

で若干調整に時間がかかったということでしたけれども、九州・沖縄、それか

ら関東・甲信越については、調整が済んだということで申請が来ている状況に

なっているようでございます。 

 ２ページのほうをご覧いただきたいと思いますが、主な審査事項として３点

ございます。まず（１）でございますが、これは、経理的基礎の有無というこ

とでございまして、ＶＩＰという会社は全国体制である会社でございますので、

全国体制全体についての経理的基礎を見るような形になってございます。事業

収支見積りというのが表の形で２ページの右上に書いてございます。１年間、

昨年から比べますと遅れた分、やや後ろ倒しになっておりますけれども、２８

年度には単年度黒字にしてやっていこうというふうな見積りになってございま

す。 

 具体的に申し上げますと、まず売上高のところでございますが、これはソフ

ト事業者、ＶＩＰがハード事業者でございますので、これと別にまた展開され

るものでございますけれども、ソフト事業者は、放送局設備の提供を受ける対

価として放送局設備供給役務料金というものをＶＩＰに払うことになってござ

います。これはセグメントごとに定額の料金を決めておりますので、設備供給

が始まると、定額の料金、収入がＶＩＰに入ってくることとなってございます。

これを中心に売上高となっておりまして、これに対しまして費用というところ

は、技術費、要するに運用の費用でございます保守料とか、監視委託、あるい

は伝送路回線の使用料といったものが入っているわけでございますけれども、
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そのほか各設備の減価償却費、それから障害対策費、これはＦＭ局ですとか、

ケーブルテレビといったところに対して支払うものでございます、それから電

波利用料、年間１億３,０００万円ぐらいの負担になってございます、こういっ

たものを計上しまして見積りをつくってございます。基地局の開設のために投

資を行っていく必要がございまして、全部で１９５局が計画されております。

これを１７６億円ぐらいで整備していくわけですけれども、そのためのキャッ

シュフロー、資金というのが必要となるわけでございますが、この資料で申し

ますと２つ目のポツのところで説明してございます。親会社であるＢＩＣから

借入れを行うと。既に７億ぐらい借入れをしておりますので、さらに７２億円

借入れをして、資金不足にならないようにするという計画になってございます。 

 ではＢＩＣがどういうふうに資金調達をするのかということですけれども、

こちらは次の明朝体のところで説明してございます。ＢＩＣは、現在の資本金

は７０億円あるのですけれども、これを１００億まで増資するとしております。

ところがまだ増資まで至っておりませんので、悲観シナリオで外部からの借入

れを行うというふうなベースで今回の収支見積りをつくっております。具体的

には、５年間で７２億円の資金調達を行うということで、これは市中銀行から

の借入れを行うということで、融資枠というのを設定されておりまして、その

中で展開していこうということでこのような計画を作成しているわけでござい

ます。これは５年間見通される期間内では、そういった資金繰りも含めまして

やっていけるような状況になっているのではないかということで、こちらにつ

いては適切なのではないかと我々のほうでは見立てたところでございます。 

 審査の内容の２つ目というのが（２）でございますけれども、これは特定基

地局の開設指針への適合性というところでございます。今回は１年若干遅れま

したが、基地局の計画というのは、この５年内で全部帳尻を合わせるようにな

っています。後ろ倒しとなった九州・沖縄や近畿もございますけれども、関東・
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甲信越や東北などでは若干前倒しもして、全体として基地局の整備はきっちり

やっていこうということでございます。それに伴いまして、世帯のカバー率も

従前の元々の計画どおり、平成３１年度までには基準を満たすような形でやっ

ていこうということになっておりますので、こちらも適合しているということ

ではないかと思っております。 

 それから（３）技術審査でございます。こちらで見ますのは、技術基準への

適合、あるいはその能力があること、そして周波数の割当可能性等でございま

すけれども、こちらについても、いずれも適合しているのではないかと見てご

ざいます。ただ、こちらに関連しまして、先ほど調整に時間がかかった航空無

線局との関係というのを申し上げましたけれども、それに関連しまして無線局

を運用する際、発射する電波の運用につきまして、これをきっちりやってくだ

さいということを条件で付けようかということを考えております。具体的に申

し上げますと、試験電波の発射に際しては、航空無線局の運営をしております

国土交通省との連絡をきっちり組んでください、あるいは送信出力は段階的に

上げていくようにやってくださいというふうなものです。それから、具体的な

周波数の使用に当たっては、航空無線局の運用に支障を与えたり、そのおそれ

がある場合には電波の発射を停止してくださいという旨を付そうと考えてござ

います。 

 ＶＩＰにおける事業収支見積りを地域分計したところ、これは昨年の開設計

画の認定の際にもお示しさせていただきましたけれども、全体としましては、

昨年の時点と変更があまりないわけですけれども、北海道、東北、中国・四国

というのは、この計画の期間内は赤字見通しとなるわけでございますけれども、

関東・甲信越、あるいは近畿、九州・沖縄等のエリアの黒字でそれを補って、

全国体制として、会社としては収支の見積りをつけていくという形になってご

ざいます。 
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 それから基地局の計画を昨年の開設計画と現在見込みでどのように違うかと

いうことを対比させたところ、結論から申しますと、近畿、九州・沖縄がやや

後ろ倒しとなるわけでございますけれども、ただ、平成３０年度末のところで

は従前の計画どおりの展開としようということでございます。平成３０年度末

には全部帳尻を合わせるという形になってございます。後ろ倒しもあるわけで

ございますが、関東・甲信越、あるいは東北などのエリアでは、若干前倒しも

するとなっており、平成３０年度末ではカバー率も変わっておりません。特に

開設指針との関係で申し上げますと、関東・甲信越では例えば８０％以上、近

畿も８０％以上、東海・北陸や九州・沖縄、北海道では７０％以上、東北や中

国・四国は６０％以上の世帯カバー率を実現してくださいというのは開設指針

の内容でございましたけれども、これは開設計画時点でもそうでしたが、現在

の見込みでも、これを全て上回る形で見込みがなされているというところでご

ざいます。 

 今回ハード事業者であるＶＩＰについてのお諮りをさせていただいているわ

けでございますが、何といいましても、この事業についてキーを握るのは、ソ

フト事業者のコンテンツでございます。そのソフト事業者の準備状況について

ご説明いたします。ソフト事業者につきましては、今回、関東・甲信越のエリ

ア、それから九州・沖縄について、親局の申請が出てきている段階になってお

りますので、明日から募集を１カ月間行うことにしております。官報の公示に

よってこれを行うことにしておりますけれども、具体的な準備というのがエフ

エム東京グループにおいても行われております。 

 各エリアについて、この事業の展開に使える周波数の帯域、地デジと同じよ

うな言い方で９セグメントという言い方をしておりますけれども、９セグメン

ト分あるわけです。エフエム東京のグループでは、それを６セグメント占める

ような形でソフト事業者を準備されております。具体的には北海道、東北地方
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では北日本マルチメディア放送、関東・甲信越では東京マルチメディア放送と

いうように、６つの会社をつくっておりまして、東京マルチメディア放送は持

ち株のＢＩＣが基本的に投資をされるのですが、ほかの会社は、地元のいろん

な企業などに投資を募った形で会社を形成しようというふうに準備しておられ

ます。この会社が、少なくても手を挙げようということで準備されているふう

に伺っておりますけれども、ここに具体的な番組、コンテンツを提供する事業

者についても準備がなされております。 

 株式会社アマネク・テレマティクスデザイン、こちらはエフエム東京などが

準備をされている会社でございますけれども、自動車ドライバー向けにドライ

ブ情報、気象情報、災害情報等のコンテンツを提供するということで準備を進

められております。それから、固定向けとしましては、ＴＯＫＹＯ ＳＭＡＲ

ＴＣＡＳＴ株式会社というところで、先般の制度整備で実現するようになりま

したハイレゾの音楽とか、そういったものを準備していこうということで、こ

ういった会社の準備もなされております。それから端末です。新しい方式での

放送になりますので従前の端末が使えませんので、新しい受信端末を用意して

いかなければなりません。 

 これにつきましては、ＶＩＰ自身の計画ではスマホやタブレット型の端末を

準備していこうとなっております。それから、通常のスマホもＷｉ－Ｆｉ機能

がついておりますから、そこに橋渡しをするようなＷｉ－Ｆｉチューナー、こ

れは放送波で受けたものをＷｉ－Ｆｉでスマホの受信機に放送内容を伝えてい

くという機能を持つわけでございますが、これを７年間で１００万台無償配布

しようということで、作成しているのは日本アンテナという会社でございます

が、それを持ち株のＢＩＣが配布するということでございます。ドコモショッ

プを利用しようということで計画を進められており、そういった体制を組まれ

ております。それから、車載器についても準備をされています。簡易端末もご
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ざいます。これは災害時などでは自動起動するような機能もついているもので

ございますが、こちらも既に製品ができていて、これを販売する準備を進めら

れているということでございます。それから、デジタルサイネージといったも

のも用意されていると伺っているところでございます。 

 これはソフト会社、先ほど募集していると申し上げましたけれども、応募す

る会社が出てきまして、また認定という手続になりましたら、これについても

改めてこちらの審議会にお諮りさせていただきますが、いろいろな番組がこれ

から想定されると思いますけれども、その中で魅力のあるサービスというもの

が開拓されていけば、この事業も何とか立ち上がっていくのではないかと期待

しているところでございます。 

 以上でございます。よろしくご審議のほうをお願いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきましてご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

 どうぞ、お願いします。 

○吉田代理 お尋ねしたいのですけれども、特定基地局の整備は平成２７年度

から始まるわけですけれども、実際上は平成３０年度にほとんどの局が整備さ

れると理解いたしました。ということは、やはりこれは経済的な問題とかコン

テンツなどの準備に少し時間がかかるので、平成３０年度に最終的に全国的に

たくさんの局を整備して本格的なサービスを始めようという計画になっている

のでしょうか。 

○藤野地上放送課長 基地局のエリア展開というのは、早ければ早いほどサー

ビスを立ち上げていくのは良いのですが、投資資金も必要です。先ほど資金は

どんな調達をするのかというのを申し上げましたけれども、あそこで申し上げ

た内容プラス放送による収入というのがないと回っていかないのです。ですの

で、サービスを立ち上げて、収入を上げていきながらそれをまた投資に回して
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いくという展開になりますので、それを平成３０年度末までに、先ほど申し上

げた世帯カバー率を実現するようなペースでやっていこうと計画されていると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

○吉田代理 お金さえあれば、もう少し早く整備可能なのですね。貴重な電波

を確保されていますので少しでも早く出来ないかと思った次第です。 

○藤野地上放送課長 そうですね。 

○吉田代理 分かりました。 

 ２つ目の質問ですけれども、先ほどおっしゃいましたようにコンテンツが非

常に重要であるということで、２つのプロバイダをご紹介いただきました。こ

れまでＶＨＦのアナログテレビに使っていた貴重なチャンネル、周波数をこの

サービスに充てようということなので、電波の有効利用という観点からも是非

国民にとって有益な情報がたくさん提供されるといいなと思います。是非そう

なるように頑張っていただければと感じました。よろしくお願いいたします。 

○藤野地上放送課長 各社で想定していますのは、やはり広告放送ですので広

告として魅力があると広告主のほうに思っていただけるような番組にしなくて

はいけないわけです。そういったことで努力をやっていただきたいと思ってい

るところでございます。 

○吉田代理 どうもありがとうございました。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

○村田委員 私も、今の吉田会長代理の発言に重なるのですけれども、ここは、

東北の震災のところを除くと２０１１年７月に地デジ化を進めて、空けた帯域

になるわけですよね。地デジ化というのは、多分放送とか通信の歴史の中で、

あまねく国民がある種の犠牲というか、対価を支払ったという大変なことだっ

たと思うのですが、今のところここがせっかく空いたけれども使われていない
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ということになるわけです。それで、昨年の６月のときの審議で、若干そこで

も話が出たかと思いますが、５年後に確実に有効活用しようという中で、計画

がその時点でもかなり５年目に集中していて、ここでまた今日のお話を伺いま

すと、最初の１年が少し遅れたということですが、その理由は、航空無線との

調整、これはものすごく重要なことですので、そこを端折ってはスケジュール

どおりでも意味があると思わないので、そこで十分な調整をしたということは

絶対必要的なことだと思います。ただ、当初の計画が５年目に集中している上

にさらにちょっとお尻のほうに負荷がかかって、問題は大丈夫だろうというお

話ではありますけれども、やはりちゃんと実施されるかどうかを今まで以上に

ウォッチしていただかなければいけないだろうと思っています。 

 それからもう一つ、収支のところの見通しが、これは昨年の６月のときの説

明でもあったと思いますが、全体で見ると赤字の地区もあるけれども、主に関

東・甲信越のところのプラスで全体としては黒字に持っていくということで、

健全な利用計画であろうということだったので、ポイントは、全体の５年計画

もさることながら、その中で関東での計画がちゃんとできるかどうかというと

ころが割と大きなポイントだろうと思うのですが、そこの部分は大丈夫ですか

ね。 

○藤野地上放送課長 順番に申し上げますと、まず計画のフォローアップです

けれども、開設計画についてのフォローアップというのをすることになってお

りまして、順次報告をいただいていくことになっております。実はまだ無線局

は開設しておりませんでしたけれども、フォローは今までいただいているので

すね。まだできていませんということだったのですけれども。これをきっちり

こちらでも拝見させていただきまして、計画の着実な遂行、できるところは前

倒しも含めてということをやっていただこうと思っています。 

 それから、全体のエリアの関係での関東・甲信越でございますけれども、先
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ほど放送局設備供給役務料金としてＶＩＰが収入を得られるということを申し

上げましたけれども、ワンセグ当たり幾らと定額で料金を設定されています。、

例えば関東・甲信越エリアですと、ワンセグ当たり５億４,８００万円、これが、

本当は９セグなのですが、６セグでちゃんと放送をやるときは５億４,８００万

掛ける６が収入になります。これは各エリアによって料金を変えております。

というのは、考え方としましては、カバレッジ、そこの世帯数によって広告上

の価値も変わるだろうということで、かなりそういった意味では、収入の重点

も関東に置いているのは事実です。ここの態勢というのは、先ほどのコンテン

ツのところでもやはりそれなりに準備なんかもある程度うまく、早く来ている

わけです。ですので、ここをきっちり立ち上げていこう、そこで確実に収入を

上げていこうということをＶＩＰのほうでも計画されているとは思っておりま

す。ですので、そこのところで間違いがないように、我々のほうとしてもフォ

ローアップさせていただこうと思います。ありがとうございます。 

○前田会長 ほかはいかがでしょうか。 

○松﨑委員 よろしいでしょうか。 

○前田会長 どうぞ。 

○松﨑委員 ２社以外の社についてのプロフィールはまだ分からないのですか。 

○藤野地上放送課長 １社は、駐車場情報ですね。そこが今準備をされている

と伺っております。それからもう１つは、広告販売促進を元々やろうというと

ころが準備されているのですけれども、電子チラシとか、移動中の近隣のとこ

ろのお店とか何かの情報が入ってくるようにしようとか、そういったことなん

かも企画されているところで、あと、チラシだけではなくてそれに伴ってクー

ポンをつけるとかということを企画されていると伺っております。 

○松﨑委員 ありがとうございます。例えば医療とか介護関係の企業に向けて、

儲からないかもしれないけれども、介護・医療情報を提供する番組のスポンサ
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ーシップをお願いできませんかというアプローチをしてもらうようなサジェス

チョンをすることはできませんか。 

○藤野地上放送課長 そうですね。介護とか、そういったいろんなニーズに応

えられるようなことをということでしょうか。 

○松﨑委員 最初から儲からないからやりませんではなくて、そういう業界の

スポンサーはいるのだから、そこに行ってスポンサーになってもらって、そう

いう情報が本当に喉から手が出るほど欲しい人に情報をあげましょうというア

プローチがあると思います。あとは東北が遅れていて赤字ですが、被災者で、

まだ仮設にいる人などにとって有益な情報、例えば低利の融資をここでも受け

られるとか、ここのアパートの空いているところは被災者優先で住まわせてあ

げますという情報を伝えてあげたい。そこで、地域の不動産業界の連帯広告と

いう形でスポンサーになってもらうやり方もありますよというようなことをサ

ジェストできるといいと思うのですが。 

○藤野地上放送課長 例えば東北地方でしたら東北地方を統括した形で、ソフ

ト事業者、募集する中で出てくると思いますので、そういったところにご指摘

いただいたような要請などについて、注意喚起という形でやってみたいと思い

ます。 

○前田会長 ほかに何かあるでしょうか。 

 大変大きなプロジェクトの中のパーツパーツがだんだんできてきてというこ

とで、それ自体が非常に喜ばしいことですけれども、先ほど吉田会長代理から

もお話が出たように、ソフト事業者いかんによってこれ全体の成否が最後のほ

うで決まるということになるので、これからも大変だと思います。特にこれは

一方向の放送という形態なので、どうしても双方向通信に対するハンディキャ

ップを負っているけれども、もちろんその代わり速いとか、一斉に送信できる

とか、特徴があるので、そういったことで勝てるソフトがたくさんできてくれ
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ればあっという間に大きなビジネスを生み出すようなことになるのかなという

気もいたします。総務省さんとしては、是非全体をうまくリードしていただい

て、このプロジェクトがうまくいくようにしていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 予備免許について何か異議があるような状況にはないので、諮問第１６条に

つきまして、諮問のとおり予備免許を与えることが適当である旨の答申を行っ

てはいかがかと思いますがよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議がないようですので、そのように決することといたします。

答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出してく

ださい。 

 

（２）日本放送協会所属基幹放送局の中波放送を行う基幹放送局の電気通信設

備の変更について（諮問第１７号） 

 

○前田会長 それでは続きまして、諮問第１７号、日本放送協会所属基幹放送

局の中波放送を行う基幹放送局の電気通信設備の変更について、久恒放送技術

課長から説明をお願いいたします。 

○久恒放送技術課長 放送技術課長の久恒でございます。諮問第１７号につい

てご説明申し上げます。お手元の資料のパワーポイントのほうをご覧下さい。 

 １枚めくっていただきまして２ページ目からご覧いただきたいと思います。

最初に概要でございますけれども、これは本年３月にも諮問し、答申をいただ

きましたＮＨＫ大阪放送局と同様な設備変更の諮問でございます。ＮＨＫは、

ＮＨＫ札幌第１放送局の２４時間放送を行っています。今回の変更により、Ｎ

ＨＫ札幌第１放送局の保守点検時においても停波することなく、２４時間放送
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を継続することを可能にしようとするもので、ＮＨＫ札幌第２放送局の送信設

備の設置場所に、ＮＨＫ札幌第１放送局の予備装置を新たに設置することを希

望したいという申請でございます。ＮＨＫ札幌第１放送局というのは総合放送

でございます。一方、第２放送局は教育放送でございますけれども、第２放送

は２４時間の放送ではなく、深夜の２４時に終わりまして、朝６時からまたス

タートするといった運用を行っており、大体６時間ぐらいの休止時間がござい

ます。その休止時間の間に、ＮＨＫ第１放送局の保守点検時に代替設備として

利用するという内容のものでございます。 

 具体的にどのような電気設備の変更になるかということが下に記載した電気

設備の構成の図でございますが、変更前が左の図でございます。演奏所から中

継回線を経て放送局の送信所まで番組が流れていくという構成になっています。

変更後が右の図でございますけれども、水色の部分に示すとおり、ＮＨＫ第２

放送局の送信設備の設置場所にＮＨＫ第１放送局の４つ目の装置である第２予

備送信機を加えようというものでございます。 

 続きまして３ページ目をご確認お願いいたします。周波数・空中線電力の関

係でございますが、変更前は真ん中の列に記載しましたとおり、５６７ｋＨｚ

の周波数で、空中線電力１００ｋＷの運用がされているものでございますが、

予備送信機としては１０ｋＷのものが備えられていたということでございます。

１０ｋＷのところには注が付してございますけれども、この空中線電力は故障

の場合に限って使用するということになっておりますが、減力して放送してい

る旨を放送の中で伝えてくださいという条件を付している状況でございます。

変更後は右端のものでございますけれども、通常の１００ｋＷ、それから予備

送信機の１０ｋＷのほか、第２予備送信機の９０ｋＷを加えるものでございま

す。今回の設備を加えることによって、使用可能になる出力を書き加えたとい

うものでございますが、この９０ｋＷを使用する場合は、注３にございますよ
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うに、この空中線電力は、真にとめなければならない保守点検や補修等を行う

ときの使用に限定する旨を付したいと考えております。また、無線設備の設置

場所、真ん中の段でございますけれども、ＮＨＫ第２放送局が北海道の江別市

にございますので、予備送信所としてこれを加えるものということでございま

す。なお、スクエアブランケットの中には、エリア内の世帯数が記載されてい

るものがございますが、上段に示す１００ｋＷの送信所のエリア内で約２２０

万世帯ございます。変更後につきましては、下段でございますけれども、９０

ｋＷのエリア内では、２１４万世帯ぐらいをカバーすることになっているとい

う試算がございます。この相違は空中線電力のパワーの違いによるものでござ

います。 

 続きまして４ページをお願いいたします。これは放送法の中で規定しており

ます安全性・信頼性に係るものを概観したものでございます。左端の予備機器

等と記載されたところ、（１）でございますが、この欄でいきますと、今度は右

のほうに目を移していただきますと、大まかには番組送出設備、中継回線設備、

それから放送局の送信設備というそれぞれのところがございますけれども、こ

れは、例えば番組送出設備を二重化して持ってくださいとか、中継回線設備を

二重化してくださいという内容のものでございます。今回の設備変更の申請は、

放送局の送信設備の親局につきまして、ここは既に二重化は図られているとこ

ろですけれども、いわば黄色のところを二重丸にするような内容のもので、さ

らにラジオの強靭化を図るという申請が行われているものでございます。 

 続きまして５ページ目のご確認をお願いいたします。１項目目、送信設備の

安全・信頼性確保のための措置でございますけれども、放送法施行規則第１０

４条の規定を十分に満足しているものと考えてございます。具体的には１つ目

のポツでございますけれども、これまで送信機が故障した場合に備えまして、

空中線電力１００ｋＷの代替送信機及び空中線電力としての１０ｋＷの予備送



-29- 

信機を設置していたところでございますけれども、今般さらに安全性、それか

ら信頼性を確保するということで、ＮＨＫ第２放送局の送信設備を予備として

使用する場合、９０ｋＷに減力することになりますけれども、第２予備送信機

として整備することによって、ＮＨＫ札幌第１放送局の２４時間放送が確保さ

れるということで、安全性・信頼性が一層向上するものと考えてございます。

それから２ポツ、３ポツがございますけれども、こちらの措置内容については

特段の変更はございませんので、説明は割愛させていただきます。 

 以上になりまして放送法第１１２条の規定に適合している変更と考えまして、

許可をいただきたいと考えてございますけれども、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは本件につきまして、何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。 

○吉田代理 １つだけよろしいですか。 

○前田会長 どうぞ。お願いします。 

○吉田代理 全然異論ではなくて確認ですけれども、先ほどのご説明で、３ペ

ージでしたでしょうか、変更のところで１０ｋＷとか９０ｋＷに減力したとき

に、減力して放送を実施している旨のアナウンスを行うことになっていました

けれども、そのアナウンスが聞こえるのは減力してもちゃんと聞こえている人

だけで、減力したことによって聞こえなくなる人には聞こえないというか、そ

の情報は伝わらないと理解してよろしいのでしょうか。やはり事前に減力がア

ナウンスできていれば良いのですが、故障して突然減力されたときには聞こえ

なくなった人には伝わらないのですかね。 

○久恒放送技術課長 非常事態が起きた場合にはそうならざるを得ないので、

減力する前にあらかじめ説明する措置というのは大変重要だと思いますし、こ

こはまた一つ踏み込みますが、現在はスマホでの視聴ということもございます
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ので、いろいろな手段により、ＮＨＫさんもラジオだけではなくほかの媒体も

ございますから、いろいろなものを総合的に使いながらの周知広報ということ

は可能ではないかと思います。 

○吉田代理 ありがとうございました。 

○前田会長 それではよろしいですか。信頼性等が向上することが極めて明ら

かなので、特に異論は無いのではないかと思いますが、もしよろしければ諮問

のとおり変更することが適当である旨の答申を行うことにしてはいかがかと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 ご異議がないようですので、そのように決することといたします。

答申書につきましては、所定の手続により事務局から総務大臣宛て提出してく

ださい。 

 以上で情報流通行政関係の審議を終了いたします。どうもありがとうござい

ました。 

 

（情報流通行政局職員退室） 

 

閉    会 

 

○前田会長 それでは本日はこれにて終了といたします。 

 次回の開催は、平成２７年７月８日水曜日１５時を予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で閉会です。どうもありがとうございました。 

 


